
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ３ 年 ３ 月 30日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 1 7号

高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 19年 高 知

県 規 則 第 78号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 及 び 第 ３ 条 中 「 小 児 科 」 を 「 小 児 科 、 外 科 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 の ２ 中 「 産 婦 人 科 」 を 「 産 婦 人 科 、 内 科 （ 血 液 内 科 に 係

る も の に 限 る 。 ） 及 び 放 射 線 科 （ 放 射 線 治 療 に 係 る も の に 限

る 。 ） 」 に 改 め る 。

第 ９ 条 の 見 出 し 中 「 時 期 」 を 「 時 期 等 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 を

次 の よ う に 改 め る 。

２ 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 借 受 者 （ 以 下 「 借 受 者 」 と い

う 。 ） は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 貸 付 金 を 振 り 込 む

口 座 を 指 定 し な け れ ば な ら な い 。 指 定 し た 口 座 を 変 更 し よ う と

す る と き も 、 同 様 と す る 。

第 15条 中 「 規 定 に 基 づ き 」 を 「 規 定 に よ り 」 に 改 め る 。

別 記 第 ８ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る

第 ８ 号 様 式 削 除

別 記 第 ９ 号 様 式 、 別 記 第 11号 様 式 、 別 記 第 12号 様 式 、 別 記 第 14

号 様 式 、 別 記 第 16号 様 式 、 別 記 第 18号 様 式 、 別 記 第 20号 様 式 、 別

記 第 22号 様 式 か ら 別 記 第 24号 様 式 ま で 及 び 別 記 第 26号 様 式 か ら 別

記 第 30号 様 式 ま で の 規 定 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条

例 施 行 規 則 別 記 第 ９ 号 様 式 、 別 記 第 11号 様 式 、 別 記 第 12号 様

式 、 別 記 第 14号 様 式 、 別 記 第 16号 様 式 、 別 記 第 18号 様 式 、 別 記

第 20号 様 式 、 別 記 第 22号 様 式 か ら 別 記 第 24号 様 式 ま で 及 び 別 記

第 26号 様 式 か ら 別 記 第 30号 様 式 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 高

知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 残 品 の 限 度 で 使 用 す る こ と が で き る 。


